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制度

障害種別

育
成
医
療

更
生
医
療

精
神
通
院
医
療

1 ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

4 ○ ○ △ ○

5 ○ ○ △

6 ○ ○ △

2 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

4 ○ ○ △ ○ ○ ○

5 ○ ○ △ ○ ○

6 ○ ○ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

4 ○ ○ △ △ ○ △

1 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

4 ○ ○ △ △ ○ △

5 ○ ○ △

6 ○ ○ △

1 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

4 ○ ○ △ ○

最重度　Ⓐ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

重度　Ａ ○ ○ ○ ○ ○

中度　Ｂ ○ ○ ○ ○

軽度　Ｃ ○

１級 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

２級 ○ △※ ○ ○ ○

３級 ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

所得制限の有○ ○ ○ ○ 〇 ○※ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○

ページ 19 20 19 19 29 29 31 32 39 40 40 41 42 42 62 62 62 63 63
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医療の給付
日常生活支
援

住宅 行動範囲の拡大 社会活動の助長



 

制度

障害種別
Ｊ
Ｒ
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ス
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国
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空

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

4 △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

4 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

5 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

6 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

4 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

3 △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

4 △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

5 △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

6 △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

1 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

2 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

3 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

4 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

最重度　Ⓐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

重度　Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

中度　Ｂ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

軽度　Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

１級 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○

２級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

３級 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

所得制限の有○ ○ ○ ○

ページ 64 65 65 66 66 67 67 69 70 72 73 72 73 74 74 75 75
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ごあんない 

 

 

１ 本書の内容は特に記載のない限り令和７年４月１日現在のものです。 

 

２ 各福祉サービス制度の内容については、国や県の制度を中心に簡潔に記載

しています。詳しい内容については、直接担当窓口等におたずねください。 

 

３ 県内の市町村では本書の内容とは違って、それぞれ独自の事業を実施して

いるところ、あるいは、事業を実施していないところもありますのでご注意

ください。 

 

４ 所在地、電話番号などについては、できるだけ最新のものを掲載していま

すが、編集時以降に変更等される場合がありますのでご注意ください。 

 

５ 障害者福祉施設や障害者福祉サービス事業者の名簿については、県のホー

ムページでご確認くださるようお願いします。 
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